
日ごろの備え　早めの避難を心がけましょう
〈問い合わせ〉 役場 総務課 防災消防係　℡（67）1111

（山地災害） 農政課 林務整備係　℡（67）2706
　大雨・土砂災害が発生しやすい季節がやってきます。「もしも」に備えて家のまわりの点検や、非常持出品の用意、
避難経路の確認をしておくことが大切です。災害の前兆を確認した場合は明るいうちに早めの避難を心がけて
ください。
〔避難勧告等の発令基準〕
※避難勧告等の基準は、災害の種類および地域性等により異なりますが、おおむねの基準は次のとおりです。

　気象予報や降雨状況で判断します。大雨注意報

大雨警報

•防災行政無線で村内全
域に放送

注意喚起
（避難行動要支援者、一般住民）

避難準備・高齢者等避難開始
（避難行動要支援者の避難開始、一
般住民の避難準備）

土砂災害警戒情報

•サイレンと防災行政無
線で村内全域に放送
•携帯メールにて周知

避難勧告
※深夜でも放送・周知を行います

　避難行動に時間を要する者（避難行動要支援者）
が、指定された避難場所に避難する時間を確保で
きるように、早めのタイミングで避難などの呼び
かけをします。

　暴風、豪雨、洪水、土石流その他災害発生の事
象が避難勧告の段階より悪化し、災害の発生が切
迫し、かつ、現実視される場合、
または突然、災害発生の諸現
象が現れたときは、直ちに避
難の呼びかけをします。

　土砂災害は、24時間累加雨量が200㎜を超え
るような場合や、時間雨量が30㎜程度を超える
雨が連続する場合、または長期間にわたって雨が
降り続き、地盤が緩んでいる場合などに発生する
恐れがあります。

備考気象庁発表など発令項目

特別警報
•土砂災害の前兆現象が認め
られるとき
•土砂災害が発生したとき

避難指示（緊急）
※深夜でも放送・周知を行います

•サイレンと防災行政無線で村内全域に放送
•携帯メールにて周知

住民税係からのお知らせ

〈問い合わせ〉税務課 住民税係　℡（67）2703

　日頃より、村の税務行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
　住民税は毎年6月に本算定をし、納税者皆さんに納税通知書を送付しています。住民税について、特に基本的な
部分を抜粋しましたのでご覧ください。

　住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の
所得に対して課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければいけません（この場合、その
年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません）。
●平成30年度の住民税
　平成29年の所得を基準に、平成30年1月1日現在の住所地で課されます。

住民税は1月1日現在の住所地で課税します

　所得割は住民税の大部分を占め、前年の1月から12月までの1年間の所得を基準に計算されま
す。具体的には、課税所得金額に道府県民税または市町村民税の税率を掛け、それから税額控除
して税額が決定します。
　所得割額＝（前年の総所得金額等－所得控除額）×税率－税額控除額

所得割は前年の所得に応じて課税されます

　通常、納付する住民税は、「均等割」と「所得割」を合算したものです。それぞれの税率と標準税
額は、原則以下のとおりです。
•所得割　市町村民税6％＋道府県民税4％＝合計10％
•均等割　市町村民税3,500円＋道府県民税2,000円＝合計5,500円

住民税の税率は一律10％です

　住民税を納める方法は、サラリーマンとそうでない人とで異なります。具体的には、
「特別徴収」と「普通徴収」です。
●特別徴収
　　給与所得者（サラリーマン）については、給与を支払う者（事業主）が、その年の6
月から翌年の5月（これが住民税でいう年度になります）までの12回に分けて給与か
ら天引きします。そして、事業主がとりまとめて住民税を納付します。
●普通徴収
　　事業所得者や公的年金所得者、会社勤めをしていたが退職した場合など、給与から住民税を差し引けない
人などを対象とした納税方法です。毎年6月に、村から納税義務者に納税通知書(納付書)を送付しますが、
この納付書により役場や金融機関などの窓口で支払います。納期は6月・8月・9月・11月の年4期となって
いますが、支払い月は先に配布している納期表をご確認ください。

■よくある質問
Ｑ：年度途中で勤めだしたけど自宅に納付書が届いた。
Ａ：年度途中で給与所得者（サラリーマン）になられた場合は、「普通徴収」から給与から天引
きする「特別徴収」への手続きを勤務先の給与担当などで手続きをしてください。

住民税を納める方法は2種類です

※梅雨時期や台風接近時に、夜から
明け方にかけて激しい雨が降る恐
れのあるときには、主に夕刻に防
災行政無線にて、予防的避難（自
主避難）を村内全域に呼びかけます。
予防的避難を呼びかけたときは、
状況に応じて最大６つの避難所を
予防的避難所として開設します。
避難所の開設状況については、防
災行政無線でお知らせします。

※予防的避難所では、非常食等の配
布や炊出しは行いません。食料や
身の回りのものなど、必要な物は
避難者各自で持参することになり
ます。
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南阿蘇村指定避難所一覧
【予防的避難について】避難施設名 住所 予防的避難
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